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４月からの移動送迎サービスのご案内 
 伊賀市社会福祉協議会は、平成１８年４月１日から、福祉有償運送に関する国土交通省のガイドラインに基づ

き、伊賀地区福祉有償運送等運営協議会の協議を経て、中部運輸局三重運輸支局において道路運送法第８０条第

１項の規定に基づく認可を得て、移動送迎サービスを開始するべく認可申請中です。 

 従いまして３月３１日までは、従来通りのサービスが利用できますが、４月１日以降は、利用対象者が限定さ

れたり、運賃を伴う場合がありますので、現在、重度身体障害者等移動支援事業をご利用の方は、新たに利用申

請書類をご提出いただきますようお願いいたします。サービス内容は下記の通りです。 

【重度身体障害者等移動支援事業】 

 車いすを使用した状態でしか車に乗れない方を対象に、リフト付き自動車等の福祉車両により、病院への送迎

や公的用務に限定して利用できます。ただし、ストレッチャ（寝台）使用の方、歩行可能な方で普通車に乗れる

方は利用できません。また、利用者と付添人で１台の利用となりますので、他の利用者との乗り合い乗車はでき

ません。 

 運賃は、同一支所内は片道定額３００円、支所を超える伊賀市内及び名張市内は片道定額６００円で、伊賀市

及び名張市以外への運行は３０分につき１，０００円となる予定です。 

【それ以外の送迎サービス】 

 重度身体障害者等移動支援事業の対象ではなく、介護保険の要支援者、要介護者、身体障害者及びその他肢体

不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な方であって、単独では公共交通機関を利

用することが困難な方及びその付添人は、介護保険または障害者自立支援法に基づく事業所による乗降介助等の

サービスをご利用ください。また、介護保険や障害者自立支援法を使わずに送迎を希望される場合は、ＮＰＯ法

人等による福祉有償運送サービスや、介護タクシー業者による患者輸送や制度外サービスをご利用ください。 

 現在、伊賀市役所において、重度身体障害者等移動支援事業を利用できない虚弱高齢者や障害者のための移動

送迎サービスについて激変緩和措置を検討中です。コミュニティバスによるきめ細かい交通体系が確立するまで

の間、暫定的に導入を検討しています。詳細が確定次第ご案内させていただきます。 

 移動送迎サービスに関するお問い合わせは、伊賀市役所福祉政策課（電話２２－９６５７）または、伊賀市役

所各支所健康福祉課及び、伊賀市社協各支所までお問い合わせください。 

【新介護度への変更の流れ】 

 新しい介護保険制度が施行される前に要介護認定を受けている場合は、その有効期間に限って今までのサービ

スが継続されます。 

 仮に平成１８年４月３１日で期限が切れる要支援の方や要介護１の方は、４月中は従来と同じサービスを受け

られます。ただし、利用料は若干変わる場合があります。また、その方が仮に要支援１または要支援２と判定を

受けた場合、５月以降は新予防給付の給付対象となります。 

【地域支援事業】 

 今回の制度改正で、「地域支援事業」と呼ばれる介護予防や総合相談などの事業が介護保険事業として行われ

ることになりました。 

①介護予防事業 

・介護予防スクリーニング（介護予防の対象となる人を抽出する） 

・要支援、要介護になる恐れの高い人を対象とする介護予防サービス（特定高齢者施策） 

・全高齢者を対象とする介護予防事業（一般高齢者施策） 

②包括支援事業 

・介護予防ケアマネジメント（新たに設定される「要支援１・要

支援２」の人の相談支援） 

・総合相談事業 

・権利擁護事業（虐待の防止、虐待の早期発見） 

・包括的、継続的マネジメント（対応困難ケースやケアマネ

ジャーのネットワークづくり） 

③任意事業 

・成年後見制度の相談支援 

・家族介護支援事業（家族への介護セミナー、おむつ支給など） 

介護保険制度改正のポイント 



伊賀地域権利擁護センター【生活支援員養成講座申込・問い合わせ先】             
        

            

        

         

 

 

 

 

 

地域福祉権利擁護事業
ちいきふくしけんりようごじぎょう

ってな～に？ 
 地域福祉権利擁護事業は、だれもが安心して福祉サービスを利用できる 

よう、お手伝い（援助）する事業です。 

「福祉サービスを利用したいけれど、どうしていいのかわからない」    

「お金がちゃんと管理できるか心配」 

「大事な書類をなくしてしまいそう･･･」 

        ↓ 

そんなときは、伊賀地域権利擁護センターまでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生活支援員ってな～に？● 

 

 

 通
帳
ど
こ
に
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ま
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た
か
し
ら
？ ◆対象者◆ 

在宅で生活されている認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など

の方々です。 

◆利用料◆ 

①福祉サービスの利用および日常的な金銭管理は１回１，０００円

です。ただし、生活保護受給者は免除となり、市町村民税非課税者

は減免されます。 

②書類等の預かりサービスは年間３，０００円 

◆このようなお手伝いをします◆ 

① 福祉サービスの利用や、利用をやめる際

の手続きのお手伝いをします。 

② 日常的なお金の管理をお手伝いします。 

③ 大切な書類をお預かりして保管します。 
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生活支援員 専門員 

伊賀地域権利擁護センター 
生活支援員 

私
た
ち
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手
伝
い
し
ま
す
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本所・上野支所 上野中町2976-1上野ふれあいプラザ３階 鈴木・一見 21-9970  26-0002 

大山田支所 平田656-1大山田福祉センター  古川 47-0780  46-1165    

青山支所 阿保1988-1青山福祉センター  山本 52-2999  52-3555  

島ヶ原支所 島ヶ原4743島ヶ原老人福祉センター「清流」 福永 59-3132  59-3145 

阿山支所 馬場1128-1阿山保健福祉センター  宮崎 43-1854  43-1577 

伊賀支所 愛田513いがまち保健福祉センター「愛の里」 林田 45-1012  45-1050 

 住所 担当 電話番号 FAX番号 



 伊賀市の高齢化は４人に１人がお年寄りという中、認知症（痴呆）をお持ちのお年

寄りがたいへん増えてきております。また、平成１８年４月からは自立支援法が始ま

り、障害者の施策も大きく変わろうとしております。そのような中、認知症や知的障害、精神障害をお持ちで判断

能力が不十分な方々を対象として、福祉サービスの利用援助・金銭管理・書類預かりを行う地域福祉権利擁護事業

の必要性がますます高くなってきております。このたび、伊賀地域権利擁護センターにおいて地域福祉権利擁護事

業の中心的役割を担う生活支援員の養成講座を開催いたします。 

【会 場】上野ふれあいプラザ３階中会議室または２階会議室（伊賀市上野中町2976-1） 

【対象者】生活支援員として活動を希望される方、地域の福祉に貢献したいと思う方。 

 ※講座８・講座９を必須とし、これを含む５講座以上の講座を受講された方は生活支援員に登録できます。 

【参加費】無料 【定 員】１００名（先着順） 

【その他】申込用紙は、伊賀市社協各支所にあります。申込期間が短いためお早めにお申し込みください。 

     会場の駐車場には限りがあります。乗り合わせ又は公共交通機関の利用にご協力ください。 

 

あなたのまちのふれあい・いきいきサロン（３） 
猿野いきいきサロンは、昨年の夏から月１回のペースで開催していま

す。阿波地区ではじめて結成されたふれあい・いきいきサロンで、大山

田支所管内では５つ目のサロンとなります。 

この月は、音楽療法の方をお招きして、昔の懐かしいメロディーに合

わせて、体を動かしたり、唄を歌ったりしました。最初は少し照れてい

たのですが、最後のほうになると、笑い声が飛び交っていました。そし

て、寒い日が続くなかで、体が「ポカポカ」に温まっていました。その

他の月には、手芸や体操、レクリエーションなどを行い、様々なことに

取り組んでいます。現段階では、様々なことに取り組みながら、自分た

ちにあったメニューを考案中の状態です。 

参加者の皆さんは、立ち上げて間もないサロンを毎月楽しみに待って

いてくれています。この猿野サロンが地域に根付くことができるように

していけたらと考えています。 

まだまだ、始まったばかりのふれあい・いきいきサロンですが、これ

から来年度にむけて、猿野地区ならではの「手づくり」のサロンにして

いきたいと思います。 

【メンバー数】２０名 

【開催場所】猿野公民館 

【開催頻度】月１回 

猿野(ましの)いきいきサロン 

 

生活支援員養成講座開講！ 

日時 内容 講師 

２月２７日（月） 

１３：３０～１４：００ 

１４：００～１４：３０ 

１４：４５～１６：１５  

 

オリエンテーション 

【講座１】地域福祉権利擁護事業とは  
【講座２】地域福祉とケアマネジメント  

 

 

伊賀地域権利擁護ｾﾝﾀｰ専門員 一見俊介 

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ長 平井俊圭  

３月 ３日（金） 

１３：３０～１４：２５ 

１４：３０～１５：２５ 

１５：３０～１６：２５  

 

【講座３】認知症高齢者への支援 

【講座４】知的障害者への支援  
【講座５】精神障害者への支援  

 

伊賀市社協ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 中西としよ 

知的障害者ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ溝端輝広氏 

精神障害者地域医療支援ｾﾝﾀｰ｢ｸﾛｰﾊﾞｰ｣  

 精神保健福祉士 寺田浩和氏  
３月 ６日（月） 

１３：３０～１５：００ 

 

１５：１５～１６：１５  

 

【講座６】高次脳機能障害について 

 

【講座７】成年後見制度について  

 

三重県身体障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ高次脳機能

障害者（児）支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 傍島康氏氏  
伊賀市社協福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援部 田辺寿   

３月１４日（火） 

１３：３０～１５：００ 

 

１５：１０～１６：００  

 

【講座８】対人援助技術 

～当事者との接し方のポイント～ 

【講座９】まとめ・記録の書き方 

・質疑応答 

・終了式・生活支援員登録ガイダンス  

 

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ長 平井俊圭 

 

伊賀地域権利擁護ｾﾝﾀｰ専門員 

鈴木信子 一見俊介  

やすらぎ支援員さん 

元民生委員さん 

定年退職されたみなさん 

大歓迎！！ 



 

島ヶ原支所 

 介護予防事業の一つとして、各地域の公民館において

元気生きがい作り事業３Ｂ体操教室を開催しています。

ベルという用具を運動の助けとして使用しながら、すべ

ての動きを、軽快なリズムや懐かしい音楽に合わせて行

う、楽しい体操です。楽しみながら、無理なく、自分に

あった運動や体操をすることにより、健康づくりや仲間

づくりを増進することを目的としています。 つきまし

ては、今年度の事業として、各地域でのサロン事業や小

地域での事業活動として実施される予定・ご希望のある

島ヶ原支所管内の団体は、２月末日までに、伊賀市社協

島ヶ原支所（電話５９－３１３２）までお申し込みくだ

さい。 

３Ｂ体操教室開催中！ 

 

大山田支所 

 子育てサークル“ハートフルママ”では、お母さん同

士の仲間づくりを通してお互いに励ましあい、子育ての

悩みや育児不安を、プラス思考で考えられるように、子

育てについて話し合い、楽しめる会を目的に活動してい

ます。 

 マット運動をしたり育児用品交換会等をして毎月さ

まざまなことを自主的に協力しながら楽しんでいます。

みんなで楽しく子育てしませんか？ 

【対象】大山田支所管内在住の親子  

【活動日】月１～２回 １０：００～１２：００ 

【年会費】５００円（家族単位） 

【安全保険】大人１１０円・子ども１００円 

【入会申込・お問い合わせ先】 

 伊賀市社協大山田支所 

 電話 ０５９５（４７）０７８０ 

「ハートフルママ」メンバー募集 

 

 要介護状態となる要因、死亡にいたってしまう原因の

上位を占める脳血管障害や動脈硬化など、何とかして予

防したいものです。そのため、高齢者並びに家族の皆様

が、健康でいきいきとした生活を送ることができるよ

う、また日頃の食生活を見直すため高齢者食生活改善事

業「わくわく料理教室」を開催いたしました。平成17年

5月から10回シリーズで講義と調理実習、試食会をしま

した。毎回20名を超える参加者が集まり、講師の先生と

の和気あいあいとした雰囲気の中、真剣な手つき顔つき

で、参加者同士も情報交換の場になりました。 

阿山支所 

わくわく料理教室開催 

 

上野支所 

 子どもの音楽療法は、子どもの発達を目指し、五感を

刺激する音楽活動です。また、音楽による自己表現、コ

ミュニケーションの楽しさ・面白さを引き出します。  

 伊賀市社協上野支所では、共同募金配分事業として

「子ども向け音楽療法教室」（出張講座）を無料で開催

します。少人数でも可能ですので、この機会にぜひお申

し込みください。  

【内容】子ども向け音楽療法教室  

【講師】伊賀音楽療法研究会会員  

【派遣対象】上野支所管内在住で、未就学児対象のふれ

あい子育てサロン、子育てサークル等  

【時間】おおむね１時間程度  

【実施期間】３月２０日（月）まで  

【申込方法】伊賀市社協上野支所（電話２１－５８６６）

まで所定の申請書を提出してください。なお、希望に添

えない場合がありますのでご了承ください。  

【費用】無料  

※選曲など、ご要望がありましたらお申し出ください。  

子ども向け音楽療法講座 

当事者組織団体育成費助成募集 

 三重県共同募金会伊賀市支会上野分会では、三重県

共同募金会からの配分を受けて、当事者組織・ボラン

ティア団体等に対し、組織の立ち上げや安定的運営の

ための育成費を助成いたします。 

 助成を希望する団体は専用の申込

書を伊賀市社協上野支所にて入手し

申込期限までに提出してください。 

助成対象

団体 

１．地域福祉にかかる当事者組織 

２．地域福祉にかかるボランティア活動 

  を行う団体 

３．公的助成を受けることが困難な福祉 

  施設 

※助成対象は、上野支所管内に拠点があ

る組織、団体、福祉施設を対象とさせて

いただきます。 

助成対象

事業 

１．助成対象団体が行う活動に必要な資

機材購入費 

２．助成対象団体が行う研修及び調査活

動に必要な経費 

３．その他委員会が必要と認めた活動 

助成額 １団体１５万円以内とします。ただし、

必要に応じ配分調整委員会の意見を聞い

て事業の種類別に助成率を定める場合が

あります。 

申込期限 平成１８年２月２８日（火） 

助成決定 平成１８年３月末（予定） 
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No.11 

喜多 克子さん 
上野在住（６３歳） 

伊賀市ファミリー・

サポート・センター 

アドバイザー 

○子育て活動を始めたきっかけ 

 保育士としての勤務経験を生かし、１２年前に子育て支援ボランティア「ス

マイル母（ママ）」を立ち上げ、乳幼児検診での託児活動や、子育てサークル

やイベント時の託児活動を続けてきました。今回、伊賀市ファミリー・サポー

ト・センターの開設にあたり、ボ

ランティアメンバー４名がアドバ

イザーとして勤務することになり

ました。 

○心がけていること、今後の抱負 

 自分の趣味も続けていきたいし

ボランティア活動も時間の余裕の

ある時に続けたいし、もちろん

ファミリー・サポート・センター

のアドバイザーとしての活動もが

んばりたいと思っています。 

ボランティア・市民活動ＮＥＷＳ 
 

伊賀市ファミリー・サポート・センター依頼会員募集中！ 
ファミリー・サポート・センターって？ 
 育児の援助を受けたい人（依頼会員）の要望に応じ

て、子育てのお手伝いができる人

（提供会員）を紹介して、相互の信

頼と了解の上でお子さんを預かるシ

ステムです。伊賀市から伊賀市社協

が委託を受けて運営しています。 

どんなことを手伝ってもらえるの？ 
◎産前産後で、上の子の幼稚園・保育園の送り迎えが

むずかしい。 

◎ＰＴＡの集まりで下の子を連れて行きにくい。 

◎自分の病院通いに小さい子どもを連れていけない。 

◎仕事の都合でお迎えの時間に遅れてしまう。 

◎たまには一人でショッピングをしてみたい。 

◎冠婚葬祭の間、子どもを預かってもらいたい。 

◎引っ越しの準備で子どもを預かって欲しい。 

◎美容院に行って気分をリフレッシュしたい。 

 その他、子育てに関するサポートならなんでもご相

談をお受けいたします。ご依頼いただいたサポート内

容により、現在登録されている５３名の提供会員の中

から、最も適した人を探して、サポートを提供させて

いただきます。事前に提供会員との面接を実施させて

いただきます。 

援助を依頼した時の料金は？ 

午前７時～午後７時まで １時間あたり７００円 

それ以外の時間 １時間あたり８００円 

 兄弟姉妹など同一世帯の複数児童を預ける場合、

２人目から半額。他にも細かい基準があります。 

会員になるにはどうするの？ 
【依頼会員】 

 伊賀市内に在住・在勤・在学する概ね３ヶ月～小学

校６年生までのお子さんをお持ちの家庭 

【入会方法】 

 入会申込書に必要事項を記入して、伊賀市ファミ

リー・サポート・センターに提出していただきます。

その際に顔写真（たて3cm×よこ2.5 cm）2枚と印鑑が

必要です。 

 入会金や年会費は無料です。 

 万一の事故に備えて補償保険に一括加入していま

す。（個人負担はありません） 

●申込・問い合わせ先● 

伊賀市ファミリー・サポート・センター 
住所 〒518-0869 伊賀市上野中町2976-1 

   上野ふれあいプラザ3階   

電話 0595（26）7830 FAX 0595（26）7831 

ﾒｰﾙ igafsc@hanzou.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://blog.livedoor.jp/igafsc/ 

開設日時 月曜～土曜 9：30～17：00 

応援しますあなたの子育て！地域のみんなで子育てを！ 

小さな託児

コーナーが

ありますの

で、お 子 さ

ん連れでお

気軽にご利

用いただけ

ます。 



 

社

協

だ

よ

り

表

紙 

写

真

募

集

！ 

編

集

後

記 

青

山

・

大

山

田

介

護

者

の

会 

メ

ン

バ

ー

募

集

！ 
数字で見る伊賀市の福祉              平成１７年１２月３１日現在（前々月比）   

伊賀市の人口 １０３，２４６人（－34） 

65歳以上の高齢者 ２５，４５８人（＋27人） 

高齢化率 ２４．７％（＋0.1％） 

介護保険認定者数(在宅のみ) ４，４７９人（－14人） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険加入者数 １，９０９人（±0人） 

ホームページアクセス数      １２，５６２（－490） 

※集計処理の関係で前々月末日時点の数値です。 
※伊賀市の人口は外国人登録者を含めた数です。 
※65歳以上の高齢者及び高齢化率には外国人登録者
も含まれています。 
※介護保険認定者数は在宅認定者数の総数です。 
※ボランティア活動保険加入者数は平成17年4月1日
以降の加入者延人数です。 
※ホームページアクセス数は、カウンタ数値ではな
く１ヶ月間の訪問者実数を解析し掲載しています。 

 社協だより「あいしあおう」では、市民の皆様からの掲載記事を募集しています。福祉に関するイベント

やメンバー募集等がありましたら月末までに各支所までご連絡ください。今年から投稿表紙写真コンクール

を開催しています。「あいしあおう」をテーマにした写真をふるってお寄せください。 

記 事

募 集 

 

伊
賀
市
内
の
各
支
所
管
内
で

は
、
在
宅
で
介
護
を
さ
れ
て
い
る

方
々
を
対
象
に
「
在
宅
介
護
者
の

会
」
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
日
頃

介
護
を
し
て
い
る
仲
間
が
集
い
、

悩
み
を
打
ち
明
け
た
り
、
励
ま
し

あ
っ
た
り
、
介
護
に
つ
い
て
の
知

識
や
情
報
を
交
換
し
た
り
、
心
身

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目
的
に
活
動

し
て
い
ま
す
。 

 
介
護
者
の
会
未
結
成
で
あ
っ
た

青
山
・
大
山
田
支
所
で
は
、
設
立

に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
お
り
、

昨
年
末
ク
リ
ス
マ
ス
会
を
兼
ね
て

介
護
者
の
会
の
名
称
や
会
則
に
つ

い
て
協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。 

 

現
在
、
各
支
所
ご
と
に
会
員
を

募
っ
て
い
ま
す
の
で
、
日
頃
介
護

を
さ
れ
て
い
る
方
、
介
護
を
経
験

さ
れ
た
方
等
は
是

非
ご
入
会
く
だ
さ

い
。
な
お
、
各
介

護
者
の
会
へ
の
入

会
は
、
当
該
支
所

管
内
に
在
住
の
方

に
限
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

介
護
者
の
会
の
会
則
案
や
、
入

会
申
込
書
は
、
青
山
・
大
山
田
支

所
窓
口
に
あ
り
ま
す
。 

 

新
年
度
に
お
い
て
、
設
立
総
会

を
開
催
す
る
予
定
で
す
。 

【
入
会
申
込
、
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

 

伊
賀
市
社
協
青
山
支
所 

 

電
話
（
５
２
）
２
９
９
９ 

 

伊
賀
市
社
協
大
山
田
支
所 

 

電
話
（
４
７
）
０
７
８
０ 

 

四
月
か
ら
大
き
く
福
祉
制
度
が
変

わ
る
の
で
す
が
、
国
県
市
の
動
き
が

は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
社
協
の
事

業
計
画
や
予
算
が
立
て
ら
れ
な
い
状

態
で
す
。
そ
の
し
わ
寄
せ
は
必
ず
や

福
祉
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方
に
降

り
か
か
っ
て
き
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お

か
け
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
誠
心
誠
意
ご
相
談
に
乗
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
何
な
り
と
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

伊
賀
市
社
協
で
は
、
毎
月
十
五
日

（
十
二
月
と
一
月
は
、
一
月
一
日
に

合
併
号
と
し
て
発
行
）
に
社
協
だ
よ

り
「
あ
い
し
あ
お
う
」
を
全
戸
配
布

し
て
い
ま
す
。 

 

 

こ
の
度
、
社
協
だ
よ
り
「
あ
い
し

あ
お
う
」
の
表
紙
を
飾
る
写
真
を
広

く
市
民
か
ら
募
集
し
ま
す
。
採
用
さ

れ
た
作
品
は
パ
ネ
ル
に
し
て
応
募
者

に
贈
呈
す
る
と
共
に
、
各
支
所
に
展

示
い
た
し
ま
す
。 

【
テ
ー
マ
】
「
あ
い
し
あ
お
う
」
が

感
じ
ら
れ
る
人
物
や
動
植
物
等 

（
過
去
の
表
紙
参
照
） 

【
応
募
形
式
】
Ｌ
版
プ
リ
ン
ト
ま
た

は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
デ
ー
タ
（
中
解

像
度
以
上
）
未
発
表
作
品
に
限
り
ま

す
。
作
品
の
著
作
権
は
伊
賀
市
社
協

に
帰
属
し
ま
す
。 

【
応
募
方
法
】
最
寄
り
の
社
協
支
所

に
持
参
ま
た
は
郵
送
。
メ
ー
ル
添
付 

 
 

 
in
fo
@
h
an
zo
u
.o
r.jp
 
 
 
 
 
 
 
 

 

応
募
は
年
間
通
じ
て
受
け
付
け
、

審
査
は
広
報
委
員
会
が
行
い
ま
す
。 


